
 

  

廃棄物管理事業変更許可申請書の一部補正の主な内容について 

 

 

１．基準地震動の見直し 

 最新の知見等を踏まえた基準地震動 Ss（最大加速度 700ガル）の設定。 

 

２．外部からの衝撃による損傷の防止に関する追加 

 火山事象（降下火砕物）に対する具体的な設計方針、設計条件および手順等の追加。 

 
３．安全機能を有する施設等に関する追加 

 ガラス固化体貯蔵設備のうち、貯蔵ピットの検査や保守等の追加。 

 所外通信連絡設備として、衛星携帯電話を追加。 

 
４．技術的能力に関する記載の充実 

 品質保証体制に関する職務の明確化等の記載の充実。 

 

以 上 
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